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○ 兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則  

兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則  

昭 和 4 5 年 ３ 月 3 1 日  

規 則 第 1 7 号  

  

 改 正  昭 和 4 6 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 1 5 号  昭 和 4 9 年 ６ 月 1 1 日 規 則 第 6 6 号   

   昭 和 5 3 年 ４ 月 1 4 日 規 則 第 4 6 号  昭 和 5 4 年 1 0 月 3 0 日 規 則 第 1 0 8 号   

   昭 和 5 5 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 1 5 号  昭 和 5 6 年 ３ 月 1 1 日 規 則 第 ５ 号   

   昭 和 5 8 年 ２ 月 １ 日 規 則 第 ７ 号  昭 和 6 1 年 ３ 月 2 7 日 規 則 第 2 2 号   

   平 成 ６ 年 ６ 月 1 5 日 規 則 第 4 4 号  平 成 ７ 年 1 2 月 2 8 日 規 則 第 9 7 号   

   平 成 1 1 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 4 8 号  平 成 1 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 7 5 号   

   平 成 2 0 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 2 6 号  平 成 2 1 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 1 6 号   

   平 成 2 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 2 4 号     

兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 （ 昭 和 4 5 年 兵 庫 県 条 例 第 1 8 号 。 以 下 「 条 例 」

と い う 。 ） の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 、「 共 済 制 度 」、「 心 身 障 害 者 」、「 加 入 者 」、「 身 体 に 障 害 が あ る 状 態 」、

「 口 数 追 加 」 、 「 口 数 追 加 加 入 者 」 、 「 年 金 」 、 「 年 金 管 理 者 」 又 は 「 年 金 受 給 権 者 」 と は 、 そ れ

ぞ れ 条 例 第 １ 条 、 第 ２ 条 第 １ 項 、 第 ３ 項 若 し く は 第 ４ 項 、 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ８ 条 第 ３ 項 、 第 ９ 条 第

１ 項 又 は 第 1 0 条 に 規 定 す る 共 済 制 度 、 心 身 障 害 者 、 加 入 者 、 身 体 に 障 害 が あ る 状 態 、 口 数 追 加 、 口

数 追 加 加 入 者 、 年 金 、 年 金 管 理 者 又 は 年 金 受 給 権 者 を い う 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 4 年 規 則 1 0 8 号 ・ 5 6 年 ５ 号 ・ 平 成 ７ 年 9 7 号 〕  

（ 加 入 等 の 申 込 み ）  

第 ３ 条  条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 加 入 の 申 込 み は 、 兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 加 入 等 申 込

書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 そ の 者 が 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に

掲 げ る 書 類 を 添 え る こ と を 要 し な い 。  

( １ )  障 害 証 明 書  

( ２ )  加 入 等 申 込 者 （ 被 保 険 者 ） 告 知 書  

( ３ )  加 入 の 申 込 者 及 び そ の 扶 養 す る 心 身 障 害 者 の 住 民 票 の 写 し  

( ４ )  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 医 師 の 診 断 書  

２  条 例 第 ５ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 口 数 追 加 の 申 込 み は 、 兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 加 入 等

申 込 書 に 加 入 等 申 込 者（ 被 保 険 者 ）告 知 書 を 添 え て 、こ れ を 知 事 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  知 事 は 、 第 １ 項 の 加 入 の 申 込 み 又 は 前 項 の 特 約 条 項 若 し く は 口 数 追 加 条 項 の 付 加 の 申 込 み が あ っ

た 場 合 に お い て 、加 入 又 は 口 数 追 加 を 承 認 し た と き は 、兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 加 入 証 書（ 様

式 第 ４ 号 。 以 下 「 加 入 証 書 」 と い う 。 ） 又 は 兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 口 数 追 加 証 書 （ 様 式 第

４ 号 の ２ 。 以 下 「 口 数 追 加 証 書 」 と い う 。 ） を 、 加 入 又 は 口 数 追 加 を 承 認 し な い と き は 加 入 等 不 承

認 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 当 該 加 入 又 は 口 数 追 加 の 申 込 み を し た 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 4 6 年 規 則 1 5 号 ・ 5 4 年 1 0 8 号 ・ 平 成 ７ 年 9 7 号 ・ 2 2 年 2 4 号 〕  

（ 掛 金 の 納 付 方 法 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 掛 金 及 び 同 条 第 ２ 項 の 掛 金 は 、 納 入 通 知 書 に よ り 、 毎 月 2 8 日 ま で に 、 当

該 月 分 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 3 年 規 則 4 6 号 ・ 5 4 年 1 0 8 号 ・ 6 1 年 2 2 号 ・ 平 成 ７ 年 9 7 号 ・ 2 2 年 2 4 号 〕  

（ 掛 金 の 免 除 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ７ 条 の 知 事 が 掛 金 を 納 付 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と

お り と し 、 そ の 場 合 に 免 除 す る 掛 金 の 額 は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  
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( １ )  生 活 保 護 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 1 4 4 号 ） に よ る 保 護 を 受 け て い る 世 帯 に 属 す る と き 。 掛 金 の 全 額  

( ２ )  県 民 税 を 課 せ ら れ て い る 者 が い な い 世 帯 に 属 す る と き 。 掛 金 の 1 0 分 の ７ に 相 当 す る 額  

( ３ )  県 民 税 の 所 得 割 を 課 せ ら れ て い る 者 が い な い 世 帯 に 属 す る と き 。 掛 金 の 1 0 分 の ３ に 相 当 す る

額  

( ４ )  災 害 、疾 病 、失 業 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ り 、加 入 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 の 維 持 が 困 難 と な り 、

知 事 が 掛 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が 適 当 と 認 め た と き 。 前 ３ 号 に 準 じ て 知 事 が 定 め る 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 掛 金 の 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 掛 金 免 除 申 請 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 事 由 を 証 す

る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 4 年 規 則 1 0 8 号 ・ 平 成 2 2 年 2 4 号 〕  

（ 掛 金 の 徴 収 の 猶 予 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 掛 金 の 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 者 は 、 掛 金 徴 収 猶 予 申 請 書 （ 様

式 第 ８ 号 ） に 、 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 事 由 を 証 す る 書 類 を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 年 金 の 支 給 の 申 請 ）  

第 ７ 条  年 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、 年 金 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( １ )  加 入 者 の 死 亡 に よ る 場 合 に あ っ て は 当 該 加 入 者 の 死 亡 診 断 書 若 し く は 死 体 検 案 書 又 は こ れ に

代 わ る べ き 書 類 （ 当 該 加 入 者 が 加 入 又 は 口 数 追 加 の 承 認 を 受 け た 日 か ら ２ 年 以 内 に 死 亡 し た 場 合

は 、 死 亡 証 明 書 （ 死 体 検 案 書 ） ） 、 加 入 者 の 身 体 に 障 害 が あ る 状 態 に よ る 場 合 に あ っ て は 身 体 障

害 診 断 書  

( ２ )  加 入 者 の 死 亡 に よ る 場 合 に あ っ て は 当 該 加 入 者 の 消 除 さ れ た 住 民 票 の 写 し 、 加 入 者 の 身 体 に

障 害 が あ る 状 態 に よ る 場 合 に あ っ て は 当 該 加 入 者 の 住 民 票 の 写 し  

( ３ )  心 身 障 害 者 及 び 年 金 管 理 者 の 住 民 票 の 写 し  

( ４ )  加 入 証 書 又 は 口 数 追 加 証 書  

( ５ )  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  知 事 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 年 金 を 支 給 す る こ と を 決 定 し た と き は 、 兵 庫 県 心 身

障 害 者 扶 養 共 済 制 度 年 金 証 書 （ 様 式 第 1 2 号 。 以 下 「 年 金 証 書 」 と い う 。 ） を 、 年 金 を 支 給 し な い こ

と を 決 定 し た と き は 年 金 不 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 2 号 の ２ ） を 当 該 申 請 を し た 者 に 交 付 す る も の

と す る 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 4 年 規 則 1 0 8 号 ・ 5 6 年 ５ 号 ・ 平 成 ６ 年 4 4 号 ・ ７ 年 9 7 号 ・ 2 2 年 2 4 号 〕  

（ 年 金 の 支 給 の 停 止 等 ）  

第 ７ 条 の ２  知 事 は 、 条 例 第 1 1 条 の 規 定 に よ り 年 金 の 支 給 を 停 止 す る と き は 、 年 金 支 給 停 止 決 定 通 知

書 （ 様 式 第 1 2 号 の ３ ） を 年 金 受 給 権 者 又 は 年 金 管 理 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

２  知 事 は 、 年 金 の 支 給 を 停 止 す る 事 由 が 消 滅 し た と き は 、 年 金 支 給 停 止 解 除 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 2

号 の ４ ） を 年 金 受 給 権 者 又 は 年 金 管 理 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

追 加 〔 昭 和 5 4 年 規 則 1 0 8 号 〕  

（ 弔 慰 金 の 支 給 の 申 請 ）  

第 ８ 条  条 例 第 1 4 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 弔 慰 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、 弔 慰 金 支 給

申 請 書 （ 様 式 第 1 3 号 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( １ )  加 入 証 書 又 は 口 数 追 加 証 書  

( ２ )  加 入 者 の 住 民 票 の 写 し 又 は 消 除 さ れ た 住 民 票 の 写 し  

( ３ )  心 身 障 害 者 の 消 除 さ れ た 住 民 票 の 写 し  

２  知 事 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 弔 慰 金 を 支 給 す る こ と を 決 定 し た と き は 弔 慰 金 支 給

決 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 4 号 ） を 、 弔 慰 金 を 支 給 し な い こ と を 決 定 し た と き は 弔 慰 金 不 支 給 決 定 通 知 書

（ 様 式 第 1 4 号 の ２ ） を 当 該 申 請 を し た 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 4 年 規 則 1 0 8 号 ・ 平 成 ６ 年 4 4 号 ・ ７ 年 9 7 号 ・ 2 2 年 2 4 号 〕  

（ 脱 退 等 一 時 金 の 支 給 の 申 請 ）  

第 ８ 条 の ２  条 例 第 1 4 条 の ２ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 に よ る 脱 退 等 一 時 金 の 支 給 を 受 け よ う と す
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る 者 は 、 脱 退 等 一 時 金 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 1 4 号 の ３ ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( １ )  加 入 者 の 住 民 票 の 写 し  

( ２ )  心 身 障 害 者 の 住 民 票 の 写 し  

２  知 事 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 脱 退 等 一 時 金 を 支 給 す る こ と を 決 定 し た と き は 脱 退

等 一 時 金 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 4 号 の ４ ） を 、 脱 退 等 一 時 金 を 支 給 し な い こ と を 決 定 し た と き は

脱 退 等 一 時 金 不 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 4 号 の ５ ） を 当 該 申 請 を し た 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

追 加 〔 平 成 ７ 年 規 則 9 7 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 2 2 年 規 則 2 4 号 〕  

（ 脱 退 等 の 申 出 ）  

第 ９ 条  条 例 第 1 6 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 脱 退 の 申 出 又 は 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 口 数 の 減 少

の 申 出 は 、 加 入 者 等 脱 退 （ 口 数 減 少 ） 申 出 書 （ 様 式 第 1 5 号 ） に 、 加 入 証 書 又 は 口 数 追 加 証 書 を 添 え

て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

全 部 改 正 〔 昭 和 5 4 年 規 則 1 0 8 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 ７ 年 規 則 9 7 号 〕  

（ 届 出 ）  

第 1 0 条  条 例 第 ９ 条 第 ６ 項 及 び 第 1 7 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、

当 該 各 号 に 掲 げ る 書 類 に よ っ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

( １ )  条 例 第 ９ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 届 出  年 金 管 理 者 を 指 定 し た と き は 年 金 管 理 者 指 定 届 書 （ 様

式 第 1 6 号 ） 、 年 金 管 理 者 を 変 更 し た と き は 年 金 管 理 者 変 更 届 書 （ 様 式 第 1 7 号 ） 、 年 金 管 理 者 を 廃

止 し た と き は 年 金 管 理 者 廃 止 届 書 （ 様 式 第 1 8 号 ）  

( ２ )  条 例 第 1 7 条 第 １ 項 第 １ 号 、 同 条 第 ２ 項 又 は 同 条 第 ３ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 届 出  加 入 者 ・ 心

身 障 害 者 ・ 年 金 管 理 者 ・ 年 金 受 給 権 者 ・ 氏 名 ・ 住 所 変 更 届 書 （ 様 式 第 1 9 号 ）  

( ３ )  条 例 第 1 7 条 第 １ 項 第 ２ 号 又 は 同 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 届 出  心 身 障 害 者 ・ 年 金 受 給 権

者 死 亡 届 書 （ 様 式 第 2 0 号 ）  

( ４ )  条 例 第 1 7 条 第 ３ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 届 出  年 金 支 給 停 止 事 由 発 生 ・ 消 滅 届 書 （ 様 式 第 2 1 号 ） 

( ５ )  条 例 第 1 7 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 届 出  年 金 受 給 権 者 現 況 届 書 （ 様 式 第 2 2 号 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ り 書 類 を 提 出 す る 場 合 に お い て 、 同 項 第 ２ 号 の 届 出 （ 氏 名 の 変 更 に 係 る も の に 限

る 。 ） に あ っ て は 加 入 証 書 若 し く は 口 数 追 加 証 書 又 は 年 金 証 書 （ 以 下 「 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 」 と

い う 。 ） 及 び 戸 籍 の 抄 本 （ 県 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年 金 受 給 権 者 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 、 心 身

障 害 者 の 死 亡 に 係 る 同 項 第 ３ 号 の 届 出 に あ っ て は 加 入 証 書 又 は 口 数 追 加 証 書 を 、 年 金 受 給 権 者 の 死

亡 に 係 る 同 号 の 届 出 に あ っ て は 年 金 証 書 及 び 当 該 年 金 受 給 権 者 の 消 除 さ れ た 住 民 票 の 写 し （ 県 の 区

域 内 に 住 所 を 有 す る 年 金 受 給 権 者 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 、 同 項 第 ４ 号 の 届 出 に あ っ て は 当 該 事 由

を 明 ら か に す る こ と が で き る 書 類 を 、 同 項 第 ５ 号 の 届 出 に あ っ て は 当 該 年 金 受 給 権 者 の 住 民 票 の 写

し （ 県 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年 金 受 給 権 者 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 第 ５ 号 に 掲 げ る 書 類 は 、 毎 年 ５ 月 3 1 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 3 年 規 則 4 6 号 ・ 5 4 年 1 0 8 号 ・ 平 成 ６ 年 4 4 号 ・ ７ 年 9 7 号 ・ 2 0 年 2 6 号 ・ 2 2 年 2 4

号 〕  

（ 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 の 書 換 え 交 付 ）  

第 1 1 条  知 事 は 、 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 届 出 を 受 理 し た 場 合 に お い て 、 そ の 届 出 が 氏 名 の 変 更 に 係 る も

の で あ る と き は 、 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 を 書 き 換 え て 、 こ れ を 当 該 届 出 を し た 者 に 交 付 す る も の と

す る 。  

（ 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 の 再 交 付 ）  

第 1 2 条  加 入 者 又 は 年 金 受 給 権 者 若 し く は 年 金 管 理 者 は 、 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 を 破 り 、 又 は 汚 し た

と き は 、 加 入 証 書 ・ 口 数 追 加 証 書 ・ 年 金 証 書 再 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 2 3 号 ） に よ り 加 入 証 書 又 は 年 金

証 書 の 再 交 付 を 知 事 に 申 請 す る こ と が で き る 。  

２  加 入 者 又 は 年 金 受 給 権 者 若 し く は 年 金 管 理 者 は 、加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 を 失 っ た と き は 、直 ち に 、

加 入 証 書 ・ 口 数 追 加 証 書 ・ 年 金 証 書 亡 失 届 書 （ 様 式 第 2 4 号 ） に よ り そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。  

３  知 事 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 届 出 が あ っ た 場 合 に は 、 新 た に 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 を 作

成 し 、 こ れ を 当 該 申 請 又 は 届 出 を し た 者 に 交 付 す る も の と す る 。  
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４  加 入 者 又 は 年 金 受 給 権 者 若 し く は 年 金 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 の 交 付

を 受 け た 後 に 、 失 っ た 加 入 証 書 又 は 年 金 証 書 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に 、 こ れ を 知 事 に 返 納 し な

け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 5 3 年 規 則 4 6 号 ・ 5 4 年 1 0 8 号 ・ 平 成 ７ 年 9 7 号 ・ 2 2 年 2 4 号 〕  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 昭 和 4 5 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 提 出 書 類 の 特 例 ）  

２  第 ３ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 条 例 附 則 第 ３ 項 に 規 定 す る 者 が 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 加 入

申 込 書 を 提 出 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

３  条 例 附 則 第 ５ 項 に 規 定 す る 者 に あ っ て は 、 第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え る こ と を 要 し

な い 。  

一 部 改 正 〔 平 成 2 2 年 規 則 2 4 号 〕  

附  則 （ 昭 和 4 6 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 1 5 号 ）  

こ の 規 則 は 、 昭 和 4 6 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 4 9 年 ６ 月 1 1 日 規 則 第 6 6 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 5 3 年 ４ 月 1 4 日 規 則 第 4 6 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 5 4 年 1 0 月 3 0 日 規 則 第 1 0 8 号 ）  

こ の 規 則 は 、 昭 和 5 4 年 1 1 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 5 5 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 1 5 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 5 6 年 ３ 月 1 1 日 規 則 第 ５ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 5 8 年 ２ 月 １ 日 規 則 第 ７ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 6 1 年 ３ 月 2 7 日 規 則 第 2 2 号 ）  

こ の 規 則 は 、 昭 和 6 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ６ 年 ６ 月 1 5 日 規 則 第 4 4 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ７ 年 1 2 月 2 8 日 規 則 第 9 7 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 1 1 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 4 8 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 1 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 1 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 7 5 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 1 2 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 0 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 2 6 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 2 0 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 1 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 1 6 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 2 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 2 4 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 2 2 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

様 式 第 １ 号  

（ 第 ３ 条 関 係 ）  

様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ３ 号  削 除  

削 除 〔 平 成 2 2 年 規 則 2 4 号 〕  



16/17  

様 式 第 ４ 号  

（ 第 ３ 条 関 係 ）  

様 式 第 ４ 号 の ２  

（ 第 ３ 条 関 係 ）  

様 式 第 ５ 号  

（ 第 ３ 条 関 係 ）  

様 式 第 ６ 号  削 除  

削 除 〔 昭 和 4 6 年 規 則 1 5 号 〕  

様 式 第 ７ 号  

（ 第 ５ 条 関 係 ）  

様 式 第 ８ 号  

（ 第 ６ 条 関 係 ）  

様 式 第 ９ 号  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 0 号 及 び 様 式 第 1 1 号  削 除  

削 除 〔 平 成 2 2 年 規 則 2 4 号 〕  

様 式 第 1 2 号  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 2 号 の ２  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 2 号 の ３  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 2 号 の ４  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 3 号  

（ 第 ８ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 4 号  

（ 第 ８ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 4 号 の ２  

（ 第 ８ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 4 号 の ３  

（ 第 ８ 条 の ２ 関 係 ）  

様 式 第 1 4 号 の ４  

（ 第 ８ 条 の ２ 関 係 ）  

様 式 第 1 4 号 の ５  

（ 第 ８ 条 の ２ 関 係 ）  

様 式 第 1 5 号  

（ 第 ９ 条 関 係 ）  

様 式 第 1 6 号  

（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 1 7 号  

（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 1 8 号  

（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 1 9 号  

（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 2 0 号  

（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 2 1 号  
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（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 2 2 号  

（ 第 1 0 条 関 係 ）  

様 式 第 2 3 号  

（ 第 1 2 条 関 係 ）  

様 式 第 2 4 号  

（ 第 1 2 条 関 係 ）  

 


